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※新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、掲載している行事等を中止または内容変更 

することがあります。 

 

 

 

 

Family 愛 Land You が次のとおり営業を開始します。 

サロマ湖が一望できる日本最北の観覧車など、たくさんの楽しい遊具をお楽しみください。 

皆さまのお越しをお待ちしています。 

 

【開園期間】４月２９日（祝）～１０月１０日（祝） 

      休園日は月曜日（祝日の場合は翌日）です。ただし４月２９日（祝）～５月８日 

（日）は休園しません。 

【開園時間】午前９時３０分～午後５時 

ただし、９月２１日（水）以降は午前９時３０分～午後４時 

【利用料金】●１日乗り放題券（３歳以上）：１,６００円 

●回数券（単券１１枚つづり）：１,０００円 

【問い合わせ先】Family 愛 Land You ℡８－２４５５ 

      シダックス大新東ヒューマンサービス（株）オホーツク営業所（緑町） ℡４－３２０３ 
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町では、町民の皆さまの外出の実態（通勤、通院、買い物など）や公共交通の利用状況などを

把握するため、アンケート調査を実施します。 

この調査は、高齢化の進展と運転免許証の自主返納などにより、公共交通の必要性はさらに高

まりつつあることから、持続的かつ安定的に公共交通サービスを提供するための「地域公共交通

計画」の策定に向けて実施するものです。皆さまのご協力をお願いいたします。 

 

【調査内容】日常の外出での交通手段や行き先、日常の移動で困っていること、公共交通に対す 

る評価や意見・要望など 

【対 象 者】１８歳以上の町民（令和４年４月１日現在）から無作為に抽出された２,０００人 

※同世帯に複数の対象者がいる場合は、１つの封筒に人数分のアンケートを入れ、 

連名にて郵送します。連名の順番は不規則となります。 

【配付時期】４月下旬に対象者へ調査票を郵送します。 

【回答方法】５月２５日（水）までに同封の返信用封筒で郵送するか、○上 企画財政課、○湧 福祉

課、中湧別出張所、芭露出張所のいずれかに持参してください。 

 

 

 

 

 

 役場庁舎等の集約に向けて町民による検討を行うため、「庁舎等検討委員会」の委員を募集し

ます。 

 

【応募資格】●町内に引き続き１年以上居住している方で、満１８歳以上の方。 

●公募委員を２件以上務めていない方。 

対象外高校生、議会議員、常勤の公務員 

【任  期】５月～１２月頃。７回程度の会議を予定しています。  

【報 酬 等】報酬（４時間以内の会議の場合は、３,２００円）と交通費を支給します。  

【募集人数】２人 

【応募方法】４月２２日（金）までに、申込書（○上 総務課、○湧 福祉課に備えてあります）を記入 

のうえ、持参、郵送、ファクス、電子メールのいずれかにより提出してください。 

【提 出 先】●郵  送：〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

湧別町役場 総務課 

●Ｆ Ａ Ｘ：２－２５１１ 

●メ ー ル：somu@town.yubetsu.lg.jp 

●直接持参：○上 総務課または○湧 福祉課 

【選考方法】書類により選考します。また、定員に満たない場合でも選考を行ないます。 

選考結果は、後日書面にて通知します。 

【そ の 他】委員に委嘱された方の氏名等は、広報や町ホームページで公表します。 

 

  

日常の外出や公共交通に関する町民アンケートにご協力ください 

○上 企画財政課 企画Ｇ ２－５８６２ 

庁舎等検討委員会委員を募集します 

○上 総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 

令和４年４月１１日発行 かわらばん No.301 
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親子で一緒に遊びたい、お友達に出会いたい、子育てで困ったことや不安がある。そんなとき

は、育児学級にご参加ください。気軽におしゃべりをしながら楽しく過ごしましょう。出産を迎

える妊婦の方も大歓迎です。ぜひご参加ください。 
 

クラス 湧別子育て支援センター 上湧別コミュニティセンター 

ぴよぴよ（０歳児） 毎週月曜日 午前１０時 00 分 

 ～ 

  １１時３０分 

毎週木曜日 午前１０時 00 分 

 ～ 

  １１時３０分 げんき（１歳児以上） 毎週火曜日 毎週金曜日 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児とその保護者および妊婦の方 

【申込方法】登録制です。登録すると、どちらの育児学級にも参加できます。 

●入会申込書に必要事項をご記入のうえ、湧別子育て支援センターに直接または 

ファクスにてお申し込みください。随時受け付けています。 

●入会申込書は、湧別子育て支援センターまたは町ホームページに備え 

ています。 

【申 込 先】湧別子育て支援センター ℡５－２４３２ FAX５－２２３７ 

 
 

 

 

 

特別児童扶養手当は、障がいを有する児童の健やかな育成と福祉の増進を図ることを目的とし 

て、児童を監護・養育している方に支給される手当です。受給するには申請が必要です。ただし、 

児童の障がいの状態によって受給できるかどうかが決まります。 
 

【受給資格】身体や精神に一定以上の障がいのある２０歳未満の児童を養育している父、母また 

は父母以外の養育者 

対象外●父、母、養育者および対象児童の住所が日本国内にないとき 

   ●対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けているとき 

●対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき 

※受給資格者（保護者）や扶養義務者の所得により、支給されない場合があります。 

【対 象 者】障がいの状態が下記のいずれかに該当する方。手帳が無くても申請できます。 

１級：おおむね身体障害者手帳１級・２級の障がい、療育手帳Ａ判定か同程度の精神障がい 

２級：おおむね身体障害者手帳３級・４級の一部の障がい、療育手帳Ｂ判定か同程度の精神障がい 

【支 給 額】１級：対象児童１人あたり月額５２,４００円 

２級：対象児童１人あたり月額３４,９００円 

      ※物価変動などにより改正される場合があります 

【支 給 日】 

 

 

 
 

【申請方法】申請に必要な書類等は○湧 福祉課までお問い合わせください。 

支給対象月 支給日 

１２月～翌年３月分 ４月１１日 

４月～  ７月分 ８月１１日 

８月～ １１月分 １１月１１日 

ご存じですか？特別児童扶養手当 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

※指定された金融機関口座に振り込まれ 

ます。 

※支給日が土・日曜日、祝日の場合は、 

その前の平日に振り込まれます。 

育児学級に参加しませんか 
○湧 健康こども課 子育て相談 G ５－３７６５ 

令和４年４月１１日発行 かわらばん No.301 

育児学級 



- 4 - 

 

 

 町では、地域資源の活用や地域の活性化などに取り組む方を応援するため、「魅力あるまちづ

くりスタートアップ応援事業補助金」を創設しました。町内の豊富な資源を活用した新たな取り

組みに挑戦する方をお待ちしています。 
 

【対象事業】 

事業区分 対象事業の例 

◆地域資源付加価値向上事業 

●地域資源を活用した新製品や新サービスの開発 

●地域資源の付加価値を高める研究 

●販路の拡大、新規開拓 

 

●地域資源を活用した加工品の試作、開発 

●６次産業化等に関する調査、研究 

●販路拡大に向けた市場調査 

◆イメージアップ支援事業 

●町および地域資源のイメージを高める事業 

 

●製品パッケージの制作 

◆産業間連携事業 

●産業間の連携を推進する事業 

 

●他産業の技術転用に向けた研究、他産業と 

連携した製品の開発 
 

【補助内容】※町税等の未納がある方などは対象外です。 

対象者 対象経費 補助額 

町内に住所を有する個人 

町内に住所を有する個人で構成する団体 

●試作品の製造に必要な原材料費 

●機械・器具等の購入費 

●デザインの開発・設計費 

●マーケティング等の調査委託費 

●先進事例調査等に伴う旅費 など 

対象経費の４分の３ 

（上限１００万円） 

町内に独立した事業所を有する法人 
対象経費の２分の１ 

（上限１００万円） 

 

【申請方法】６月３０日（木）までに所定の事業計画書を○上 企画財政課へ提出してく 

ださい。提出書類の様式は、町ホームページからダウンロードできます。 
 

【注意事項】●事業計画の審査結果は、７月中旬頃に通知します。 

●事業計画が承認された場合、補助金の交付決定を受けるまで事業を開 

始することはできません。 

●原則、補助金の交付は事業完了後となりますが、必要であれば事前に概算払いを 

受けられます。 

 

 

 

 

 

えんがるクリーンセンターの燃やす粗大ゴミの搬入場所が変わりますので、搬入する際は係員

の指示に従ってください。 
 

【受入期間】５月７日（土）～１１月上旬 

【注  意】種類や大きさ、搬入量によっては受け入れできない場合があります。搬入する際は 

えんがるクリーンセンターへ事前にご連絡ください。 

【問い合わせ先】遠軽地区広域組合 えんがるクリーンセンター ℡０１５８－４２－３５７９ 

新たな取り組みへの挑戦を応援します 

○上 企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 

燃やす粗大ゴミの搬入場所が変わります 
○上 住民税務課 住民生活 G ２－５８６３ 

令和４年４月１１日発行 かわらばん No.301 
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 春の一斉清掃を４月２４日（日）に実施します。午前８時に全町一斉にサイレンが鳴りますの 

で、これを合図に出役し、自宅周辺道路等に散乱しているゴミを集め、きれいな町にしましょう。 

 皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【注意事項】 

●ゴミは中身が見える透明または半透明のゴミ袋に入れてください。 

●肥料袋などを使用する場合は、自治会に配布済みの「清掃シール」を貼り付け、口を開けた

ままにしておいてください。 

●土砂はできるだけ道路わきの土のある場所へ戻してください。 

●資源ゴミとして排出できるゴミは、極力分別して資源ゴミの日に排出してください。 

●集めたゴミは、上湧別地区はゴミステーションの足元に、湧別地区は資源ゴミの回収拠点に 

置いてください。一斉清掃で集めたゴミのみ回収します。 

●事業所においても、清掃日までに清掃のご協力をお願いいたします。 

●雨等で中止の場合は、サイレンが鳴りません。 

 

 

 

 

 

マイナンバーカードは身分証明書として利用できるほか、近年のデジタル化により利用の幅が

広がっています。この機会に、申請してみませんか。 

 

【申請方法】申請書に顔写真を貼り付け、氏名、電話番号を記入のうえ郵送してください。 

また、二次元バーコードを読み込むことで簡単に申請できます。 

なお、７５歳以上の方でマイナンバーカードを作成されていない方には、申請書が 

郵送されています。申請の際は、同封の専用封筒にて申請してください。 

【申請書がない方】住所・氏名等が記載された申請書を郵送しますので、○上 住民税務課までご連絡く 

ださい。※聞き取りにより本人確認させていただきます。 

【受取方法】申請後、出来上がるまで３～４週間かかります。役場にマイナンバーカードが届き 

ましたら、ハガキにてご案内します。 

【出張受付】町民の方が集まる集会などで出張申請受け付けを行います。ご希望の場合は、下記 

により○上 住民税務課へご連絡ください。ただし、新型コロナウイルス感染症感染 

防止のため出張申請受け付けができない場合がありますのでご了承ください。 

●事前連絡内容 ：集会等の日時、場所、申請を希望される方の住所・氏名 

●当日持ち物  ：顔写真（縦４.５ｃｍ、横３.５ｃｍ） 

●当日の受付方法：専用申請書に、氏名、電話番号を記入していただきます。 

【マイナポイント】マイナンバーカードを取得した方で、電子マネーをご利用の方は、マイナポイント 

５０００円分が受け取れます。 

  

４月２４日は春の一斉清掃日です 
○上 住民税務課 住民生活 G ２－５８６３ 

マイナンバーカードを作りませんか 
○上 住民税務課 住民生活 G ２－５８６３ 

令和４年４月１１日発行 かわらばん No.301 
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 まちづくりを進めるためには、行政が一方的な考え方で実施するのではなく、幅広い年齢層の 

多くの住民の皆さまのご意見をお聴きすることが重要と考え、まちづくりの充実を図るため、団 

体・グループが主催する会合等に町長が出向き直接対話する「町長とのふれあいトーク」制度を

設けました。より一層開かれた町政を行うため、皆さんのお考えをお聞かせください。 
 

【対 象】おおむね５人以上の、町内に在住・勤務または在学する方で構成された団体・グルー 

プが主催する会合とします。なお、ふれあいトークのために結成した団体・グループ 

も可能ですが、連絡先となる代表者を定めてください。 

【日 時】午前９時から午後９時までの９０分以内とします。ただし、１２月３０日～翌年１月 

４日、町議会開会中や公務の予定がある場合はお受けできません。 

【場 所】町内に限ります。会場の確保、準備などは団体で準備してください。 

【申込方法】開催を希望する日の２０日前までに、○上 総務課へ持参、郵送、ファクス、メールの 

いずれかでお申し込みください。申込書は○上 総務課、○湧 福祉課、中湧別出張所、芭 

露出張所または町ホームページから入手できます。 

【申込先】〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 湧別町役場総務課 

     ℡２－２１１２ FAX２－２５１１ メール somu@town.yubestu.lg.jp 

【その他】●公序良俗の阻害や、政治・宗教・営利が目的であるなどトークの目的に反する催し 

はお受けできません。 

●ふれあいトークの結果は、内容を町広報紙や町ホームページなどに 

掲載します。 

●ふれあいトークは建設的な意見交換を図っていくもので、単なる苦 

情や要望を受ける場ではありません。 

 

 

 

 

 

町民の皆さまに、町政やまちづくりに関して理解を深めていただくための一つのきっかけとし

て、役場職員などが地区集会施設などへ伺い、指定されたメニューを分かりやすくお話しする 

「まちづくり出前講座」を開講しています。どうぞご利用ください。 
 

【対  象】町内に住所を有する方、町内で働く方、学ぶ方、事業活動を営む方で、５人以上の

グループとします。自治会、老人クラブ、ＰＴＡ、子ども会育成会、農協・漁協・

商工会の青年部や女性部、その他自主的に活動するグループ、学校の授業などに、

ぜひご利用ください。 

【説 明 者】講座のメニュー（右ページをご覧ください）に基づき、担当課長などが説明します。 

【開催日時】原則、午前９時から午後９時までの最大９０分以内とします。 

【開催場所】町内に限ります。会場の確保・準備などは申込者が行ってください。 

【料  金】職員に対する謝金や交通費はいただきません。ただし、施設の使用料、 

有料の書籍・材料費が必要な場合は、申込者が負担してください。 

【申込方法】開催を希望する日の２０日前までに、申込書を○上 総務課へ提出してく 

ださい。申込書は○上 総務課および町ホームページから入手できます。 

「町長とのふれあいトーク」で語り合いませんか 
○上 総務課 広報・自治会Ｇ ２－２１１２ 

まちづくり出前講座をご利用ください 
○上 総務課 広報・自治会 G ２－２１１２ 
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◆令和４年度出前講座のメニュー表 

No 講座内容 担当課等 

1 町長と語ろう、耳寄りな町政情報など 町長・副町長 

2 情報公開制度の利用方法 

総務課・選挙管理委員会 

3 国や地方の選挙のしくみ（選挙の種類、投票方法） 

4 

防災対策 

・防災の基礎知識 ・町の防災対策 ・自主防災組織の取り組み 

・災害図上訓練（DIG）体験 ・避難所運営ゲーム（HUG）体験 

5 自治基本条例（自治基本条例の内容、自治基本条例の必要性 など） 

企画財政課 

6 総合計画（基本構想・基本計画）と将来展望 

7 行政改革の取り組み 

8 
まちの家計簿（予算、決算、貯金、借金など） 

※１月～３月は受け付けできません。 

9 
町税のしくみ（町道民税・固定資産税・納税の方法） 

※１月～３月は受け付けできません。 

住民税務課 10 まちのごみ事情（収集方法・減量化・リサイクルの推進） 

11 交通安全運動（普及）、交通マナー、防犯 

12 国民年金のしくみ 

13 ゆうべつの農業の概要（畑作、酪農、歴史、振興対策） 農政課 

14 ゆうべつの商工業の概要（歴史、振興対策） 

商工観光課 15 ゆうべつの観光の概要（歴史、資源、振興対策） 

16 消費者相談（悪徳商法への対策、被害の対処） 

17 公営住宅整備計画 建設課 

18 まちの水道のしくみ 
水道課 

19 まちの下水道の役割、しくみ 

20 町議会のしくみ（議会の構成、議員の役割） 
議会事務局・監査 

21 監査のしくみ（監査委員の職務、監査の種類） 

22 高齢者福祉、障害者福祉、生活保護制度 

福祉課 23 介護保険制度のしくみ、町内介護サービス提供事業者の状況 

24 認知症予防（物忘れと老化、認知症への理解） 

25 
医療保険制度 

（国民健康保険、後期高齢者医療制度、乳幼児医療、ひとり親医療保険） 

健康こども課 26 町で実施している各種健（検）診と結果のみかた 

27 子育て支援センター・児童センターの機能と利用 

28 ゆうべつの保育（入所、保育活動、保育所の運営） 

29 ゆうべつの林業の概要（歴史、森林の多様な役割、振興対策） 

水産林務課 30 鳥獣の保護、緑化の保全 

31 ゆうべつの漁業の概要（歴史、つくり育てる漁業、振興対策） 

32 教育委員会のしくみ、教育目標、教育予算 

教育総務課 

33 義務教育学校（小中一貫教育の推進） 

34 中高一貫教育（成果と課題、湧別高校存続対策） 

35 学校給食における食育（献立と地元食材の活用） 

36 就学・修学支援制度 

37 生涯学習のすすめ 

社会教育課 

38 気軽にできるスポーツ、レクリエーションの普及啓発 

39 社会教育団体、スポーツ団体の活動紹介 

40 図書館の役割・利用 

41 学芸員講座（湧別の歴史・文化財） 
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国や北海道、市町村が行う仕事や手続き、サービスについて困っていることはありませんか。 

国から委嘱されている行政相談員が行政相談所を開設し、皆さんの相談に応じます。相談は無

料で、秘密は固く守ります。一人で悩まず気軽にご相談ください。 

日時 場所 行政相談員 

４月２０日（水） 

午後１時 30 分～４時 

文化センターTOM 

（中湧別中町） 
水野 豊さん 

【コロナ対策】●検温などの体調管理を行ったうえで、マスクなどをしてお越しください。 

●今後の感染状況によっては中止することがあります。 

 

 

 

 

 

町内体育施設のシーズン券の購入を希望される方は、次のとおりお申し込みください。 
 

【対象施設】①五鹿山パークゴルフ場 

②芭露パークゴルフ場 

③湧別総合体育館（アリーナ、トレーニング室） 

④芭露ファミリースポーツセンター（アリーナ） 

⑤中湧別総合体育館（アリーナ、トレーニング室、ふれあい集会室、いきがい集会室） 

⑥上湧別農村環境改善センター（多目的ホール） 

⑦湧別プール 
 

【利用料金】町民の個人利用料金です。高校生以下は無料です。 

区分 料金（大人） 期間 

①・②共通 １日券：３００円 シーズン券：３,０００円 
利用期間は４月下旬～１１月中旬予定

です ※コース状態により変わります 

③～⑥共通 １日券：１００円 シーズン券：２,０００円 

夏期（５月１日～１０月３１日）の 

料金です 
⑦のみ １回券：１００円 シーズン券：２,０００円 

③～⑦共通 共通（シーズン）券：３,８００円 

 

【申 込 先】 

区分 申込先 

①・② 

【４月２２日まで】シダックス大新東ヒューマンサービス（株）オホーツク営業所（緑町）へ 

電話（℡４－３２０３）で申し込み 

【４月２５日から】①は五鹿山パークゴルフ場、②は芭露畜産研修センターで直接購入 

③～⑦ 

【４月３０日まで】シダックス大新東ヒューマンサービス（株）オホーツク営業所（緑町）へ 

電話（℡４－３２０３）または希望する施設の窓口で申し込み 

【５月 １日から】各施設で直接購入 
 

【そ の 他】①・②は、上湧別パークゴルフ協会に加入されている方は協会で取りまとめます。 

行政相談窓口を開設します 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

体育施設のシーズン券を販売します 
教育委員会 社会教育課 社会教育 G ５－３１３２ 
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英会話教室を開催します。楽しく日常英会話や異文化を学んでみませんか？ 

 

【日 時】５月１７日～７月５日の毎週火曜日（全８回） 午後７時～８時 

【対象者】中学生以上の方 

【内 容】日常英会話やリスニング、ゲームなど 

【場 所】文化センターＴＯＭ 研修室（中湧別中町） 

【定 員】８人 ※先着順 

【受講料】無料 

【講 師】外国語指導助手 エイス・ペンー 

     教育委員会教育総務課 佐藤 美貴 

【申込方法】５月１０日（火）までに、教育委員会教育総務課へお申し込みください。※先着順 

【コロナ対策】●検温してからお越しください。発熱やせきなどの症状がある場合は、参加をお控えください。 

●マスクを着用してください。 

●教室では、参加者同士の距離をあけていただきます。 

 

 

 

 

 

農地中間管理事業を活用して農地の借り入れを希望する方を募集します。令和４年度に新たに

農地の借り入れを考えている方は、期日までに申請を行ってください。 

農地中間管理事業を活用するには事前登録が必要です。登録をしていない方は希望する農地を

借りられない場合があります。登録後、実際に農地を借りない場合でも罰則等はありません。 

 

【対 象 者】北海道農業公社からの農用地等の借受けを希望する方、農地プランの中心経営体、 

認定農業者等の地域の担い手農家や新規参入者など 

【有効期間】登録のあった年度を含む５年後の年度末まで 

ただし、平成３０年９月までに登録された方は、登録日から５年間 

【受付期間】令和５年３月３１日（金）まで 

【用意するもの】印鑑（署名する場合は不要） 

【届 出 先】○上 農政課 ※農協組合員の方は、所属農協にお問い合わせください。 

【募集結果】６月、１０月、２月に北海道農業公社のホームページで公表されます。 

 

 

 
 

 湧別町公式インスタグラム yubetsu_town 

「フォロー」と「いいね！」をお願いします 

英会話教室を開催します 
教育委員会 教育総務課 教育管理 G ５－３１４３ 

農地の借入希望者を募集します 
○上 農政課 農政 G ２－５８６１ 
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 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて

弔慰の意を表す趣旨で戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）が支給されます。 

昨年・一昨年にもかわらばんでもお知らせしましたが、対象となる方で請求手続きがお済みで

ない方は、請求期間中に手続きをお願いします。 

 なお、すでに請求手続きがお済みの方で国庫債券がお手元にない場合は、国または北海道で審

査中ですので、もうしばらくお待ちください。 

 

【支給対象者】戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１日（基準日）において、「恩給法に

よる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方 

（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次のうち最も上位のご遺族お一人に支給。  

（１）令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権 

を取得した方 

（２）戦没者の子 

（３）戦没者等の、①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしている 

かどうかにより、順番が入れ替わります。 

（４）上記（１）～（３）以外の戦没者等の三親等以内の親族（甥、姪等） 

         ※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限る。 

【支給内容】額面２５万円、５年償還の記名国債 

【請求期間】令和５年３月３１日（金）まで 

※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなります。 

【請求・問い合わせ先】請求の際に、戸籍書類の提出が必要となります。詳しくは○湧 福祉課へお問い合わ 

せください。 

 

 

 

 

 

 日本赤十字社では、被災された方々を支援するための義援金を受け付けているところですが、

このたび引き続き支援が必要であることから、次のとおり受付期間を延長しました。引き続き皆

さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

【名  称】令和２年７月豪雨災害義援金 

【受付期間】９月３０日（金）まで ※役場へ持参される場合は９月２２日（木）まで 

【受付方法】（１）郵便振替 

●加入者名：日赤令和２年７月豪雨災害義援金 

●記号番号：００１１０－８－５８８１８９ 

※郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。 

※受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と記載のうえ、 

氏名、住所、電話番号を記載してください。 

義援金の受付期間を延長しました 
○湧 福祉課 福祉 G ５－３７６１ 

戦没者等のご遺族の皆さまへ、第十一回特別弔慰金の請求期間中です 
○湧 福祉課 福祉 G ５－３７６１ 
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（２）銀行口座 

口座名義：日本赤十字社
ニホンセキジュウジシャ

（下記３銀行共通） 

三井住友銀行  すずらん支店 （普）２７８７５５８ 

三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 （普）２１０５５５６ 

みずほ銀行   クヌギ支店  （普）０６２０４７２ 

※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。 

※受領証が必要な場合は、次の内容をご連絡ください。 

●住所  ●氏名（受領証の宛名） ●電話番号 

●寄付日 ●寄付額 ●振込金融機関名・支店名 

連絡先は日赤本社パートナーシップ推進部会員課 ℡０３－３４３７－７０８１ 

 

（３）役場窓口への持参 

受付窓口：○湧 福祉課（日本赤十字社湧別町分区事務局） 

○上 住民税務課、中湧別出張所 

 

 

 

 

 

北海道では、通勤して働くことが困難な障がいのある方がテレワークで働くチャンスを創出す 

るため、ＮＰＯ法人札幌チャレンジドとの官民連携によりテレワーク就労体験を実施しています。 

令和４年度第１期分を募集していますので、希望される方はご応募ください。 

 

【対 象 者】①障がいのある方（２０代～５０代） 

②コミュニケーション能力のある方、時間の管理ができる方、パソコンの基本操作 

ができる方、集中力のある方、メールやＺｏｏｍなどで連絡がとれる方 

③パソコン（Ｏｆｆｉｃｅソフト）、ネット環境（光回線）などがある方または揃 

えることができる方（自己負担） 

※応募者が多数の場合は、抽選となります。 

【期  間】週３日程度で２カ月程度 

【場  所】自宅 

【応募方法】４月３０日（土）までに、ＮＰＯ法人札幌チャレンジドのホームページ（https:// 

s-challenged.jp/topics/detail/20221-4130/ ）よりご応募ください 

【問い合わせ先】●北海道保健福祉部福祉局 障がい者保健福祉課社会参加係 ℡０１１－２０４－５２７８  

●ＮＰＯ法人札幌チャレンジド ℡０１１－７６９－０８４３ 

  

障がいのある方のテレワーク就労体験の参加者を募集しています 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
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【届け出が必要なとき】 

●会社を退職したり、自営業を始めたりするとき（国民健康保険（国保）の加入） 

●就職して職場の健康保険などに加入したとき（国保の脱退） 

●世帯構成が変更になったとき（負担割合や保険税が変わることがあります） 

 

【届け出に必要なもの】 

 下記のものを持って１４日以内に忘れずに届け出を行ってください。 

 

◆国保に加入する場合 

●事業所で発行する資格喪失証明書や離職証明書など、離職を証明するもの 

※国保加入の届け出が遅れると、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となります。 

※保険税は職場の健康保険を脱退したときまでさかのぼって課税されます。届け出をしたと 

きからではありません。 

 

◆国保を脱退する場合 

●事業所で発行する資格取得証明書など、就職先の健康保険の資格取得日を証明するもの 

●脱退する方の国保の保険証 

※職場の健康保険に加入した人が国保脱退の届け出が遅れると、保険証が手元にあるため、 

うっかりそれを使って診療を受ける場合があります。このようなときは、国保で負担した 

医療費を返していただくことになります。 

※届け出が遅れると保険税が課税されたままになりますので、忘れないように手続きをして 

ください。 
 

【手続き場所】○湧 健康こども課、○上 住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所 

 

 

 

 

 

 道内では本年１月以降、野鳥の高病原性鳥インフルエンザ感染事例が相次いでおり、特にカラ

スの死亡が増加しています。 

鳥インフルエンザウイルスは、通常は人に感染しないと考えられているため日常生活では過度

に心配する必要はありませんが、感染が拡大して家きん（ニワトリなど）飼養農場にウイルスが

侵入すると大きな被害が発生します。次のことにご協力をお願いいたします。 

 

 ●野鳥にエサをあげない。 

●生ゴミやエゾシカの残さ等を放置しない。 

 ●ニワトリ、アイガモなどの農場にはむやみに近づかない。 

 ●死んだり弱ったりしている野鳥を見かけたときは、素手で触らず○湧 水産林務課へ連絡する。 

国民健康保険の届け出は忘れていませんか 
○湧 健康こども課 医療 G ５－３７６５ 

高病原性鳥インフルエンザにご注意ください 
○湧 水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 
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３月２５日現在の町内高齢者福祉入所施設の空き状況等は、次のとおりです（現在とは異なる

場合があります）。待機者がいても、空床・室数に空きがある施設に入所できる場合があります

ので、詳しくは各施設にお問い合わせください。 
 

分類 事業所名 住所 電話番号 
定員 

･ 
室数 

空床 
･ 

空室 

待機者 

すぐに 

入居を希望

する方 

すぐに 

入居を希望

しない方 

合計 

特別養護 

老人ホーム 

※１ 

湧別オホーツク園 

東 5-3660 

４０人 0 12 17 29 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 4 1 5 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 2 1 3 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 8 17 25 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 4 8 12 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 2 6 8 

有料老人 

ホーム 

向日葵 中湧別東町 8-7725 ５２人 ０ 4 0 4 

リビングケア･ 

オリーブ 
中湧別中町 4-1760 

１人用 

１３室 
0 2 1 3 

夫婦用 

２室 
0 0 1 1 

高齢者 

賃貸住宅 

在宅支援型住宅 

湖水の杜 
芭露 4-5525 ５人 ０ 8 0 8 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

２４室 
０ 16 10 26 

夫婦用 

３室 
0 2 3 5 

※１ 入所するには原則要介護３～５の認定が必要な施設です。 

※２ 入所するには要介護認定が必要な施設です。 

※３ 地域密着型施設のため、湧別町民の方のみが入所できる施設です。 

※４ 日常生活で自立している方が入所できる施設です。（要介護者は入所できない場合があります。） 
 

 

介護職員が不足しています 
 

湧別福祉会（湧別オホーツク園）、上湧別福祉会（湧愛園）では介護職員を募集しています。 

ご興味のある方は湧別福祉会（℡5-3660）、上湧別福祉会（℡2-3151）にお問い合わせください。 

  

町内の高齢者福祉入所施設の空き状況 
○湧 福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 

令和４年４月１１日発行 かわらばん No.301 



- 14 - 

 

 

 

６月２６日（日）の開催に向けて準備を進めておりました「第３７回サロマ湖１００ｋｍウル

トラマラソン」は、全国各地から集まっていただくランナーを地元の中学生や高校生、一般ボラ

ンティア、大会役員が一丸となってお迎えする大会であり、新型コロナウイルスの変異株も確認

されている現在の状況では、安全を確保する大会を実施することが難しく、中止することとなり

ました。大会運営に不可欠な町民の皆さまやボランティアの方々を第一に考えた結果ですので、

ご理解いただきますようお願いいたします。 

 なお、代替大会としてスマートフォンを活用したオンラインでの開催を検討しています。開催

が決まり次第ホームページなどでお知らせします。 

 

 

 

 

 

五鹿山スキー場を駆け上がる「ゆうべつ五鹿山マラソン２０２２」を開催します。子どもから

大人まで多数のご参加をお待ちしています。 

 

【日  時】５月８日（日）午前９時 開会式（受付開始は午前８時３０分） 

【会  場】五鹿山スキー場 ロッジ前 

【対  象】オホーツク管内に在住する小学生以上の方 

【種目・参加料】参加料は当日受付でお支払いください。 

種目 距離 参加料 

一般の部（各部男女） 

約２ｋｍ 

町民または町内勤務の方は５００円 

それ以外の方は１,０００円 

高校生の部（各部男女） 

町民または湧別高校生の方は無料 

それ以外の方は５００円 

中学生の部（各部男女） 

小学校４年生～６年生の部 約６００ｍ 

小学校１年生～３年生の部 約３００ｍ 
 

【表  彰】各部門１位～３位に賞状と副賞を贈呈します。 

【参 加 賞】参加者全員に参加賞と完走証をお渡しします。 

【申込方法】４月２５日（月）までに下記申込先へ電話、ファクスまたはメールにてお申し込み 

ください。その際は、住所、氏名、性別、年齢（学年）、連絡先、町内勤務の有無 

（町外の方のみ）をお伝えください。 

【申 込 先】「ゆうべつ五鹿山マラソン２０２２」事務局（教育委員会社会教育課） 

℡５－３１３２ FAX５－３７１０ メール shakyo@town.yubetsu.lg.jp 

【コロナ対策】この大会は、（公財）日本スポーツ協会「スポーツイベントの再開に向けた感染症 

予防ガイドライン」に準じた新型コロナウイルスの感染症拡大防止対策を実施し 

開催します。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

【主  催】湧別町体育協会 

第３７回サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソンを中止します 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

ゆうべつ五鹿山マラソン２０２２を開催します 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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